
令和３年度能美市補正予算書
― 令和３年６月２８日議決分 ―

一般会計（第１号）（第２号）

特別会計

介護保険特別会計（第１号）

企業会計

工業用水道事業会計（第１号）

下水道事業会計（第１号）

国民健康保険能美市立病院事業会計（第１号）



（能美市一般会計）‐ 1 ‐

議案第４７号

令和３年度能美市一般会計補正予算（第１号）

令和３年度能美市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３５０，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２３，７５０，０００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

令和３年６月７日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

13 分担金及び負担金 ２６３，９０３ △１，６８０ ２６２，２２３

2 負 担 金 ２５９，０４７ △１，６８０ ２５７，３６７

15 国庫支出金 ２，５１１，０３４ １９８，７８４ ２，７０９，８１８

1 国庫負担金 １，７４９，５３５ ２，０４５ １，７５１，５８０

2 国庫補助金 ７５１，５６８ １９６，７３９ ９４８，３０７

16 県 支 出 金 １，１０８，７１０ １，９４２ １，１１０，６５２

1 県 負 担 金 ６９１，２３７ １，０２２ ６９２，２５９

2 県 補 助 金 ２７９，４８６ ９２０ ２８０，４０６

18 寄 附 金 ６３，５９６ １，１５６ ６４，７５２

1 寄 附 金 ６３，５９６ １，１５６ ６４，７５２

19 繰 入 金 ９１９，６５３ ６００，６００ １，５２０，２５３

1 基金繰入金 ９１７，４２８ ６００，６００ １，５１８，０２８

20 繰 越 金 ５０，０００ １０，４８０ ６０，４８０

1 繰 越 金 ５０，０００ １０，４８０ ６０，４８０

21 諸 収 入 ５５６，７２１ １，３１８ ５５８，０３９

4 受託事業収入 ２９，５１６ ４，４００ ３３，９１６

5 雑 入 ２２７，１３３ △３，０８２ ２２４，０５１

-  2  - (能美市一般会計) 



(単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

22 市 債 ２，８９０，７４０ ５３７，４００ ３，４２８，１４０

1 市 債 ２，８９０，７４０ ５３７，４００ ３，４２８，１４０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２２，４００，０００ １，３５０，０００ ２３，７５０，０００

-  2  - (能美市一般会計) 

-  3  - (能美市一般会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 議 会 費 ２０７，２６９ ２７，０００ ２３４，２６９

1 議 会 費 ２０７，２６９ ２７，０００ ２３４，２６９

2 総 務 費 ２，０２０，２８１ １３３，４１０ ２，１５３，６９１

1 総務管理費 １，５７４，８０１ １３３，４１０ １，７０８，２１１

3 民 生 費 ８，３８８，７８７ １３６，８１４ ８，５２５，６０１

1 社会福祉費 ３，８６９，５２６ ４９，８０６ ３，９１９，３３２

2 児童福祉費 ４，２２８，０８０ ８７，００８ ４，３１５，０８８

4 衛 生 費 ２，０７６，９９１ １２０，７６２ ２，１９７，７５３

1 保健衛生費 １，２９４，１１０ ２６，１６７ １，３２０，２７７

2 環境衛生費 １８４，５８９ ９４，５９５ ２７９，１８４

5 労 働 費 ２６，２９４ １５，４００ ４１，６９４

1 労 働 諸 費 ２６，２９４ １５，４００ ４１，６９４

6 農林水産業費 ４８６，７９５ １２，５８５ ４９９，３８０

1 農 業 費 ４３６，１３７ １１，０２８ ４４７，１６５

2 林 業 費 ５０，１９１ １，５５７ ５１，７４８

7 商 工 費 ４６１，５５５ １１６，６４０ ５７８，１９５

1 商 工 費 ４６１，５５５ １１６，６４０ ５７８，１９５

-  4  - (能美市一般会計) 



(単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

8 土 木 費 １，９２８，０１１ ９３，６４８ ２，０２１，６５９

1 土木管理費 １５７，０１９ ４，２００ １６１，２１９

2 道路橋りょう費 ６６３，８６７ ７０，１４３ ７３４，０１０

3 河 川 費 ２１，０３２ ３，９１０ ２４，９４２

4 都市計画費 １，０２５，２５３ １５，３９５ １，０４０，６４８

9 消 防 費 ９５０，４３５ ３，４４９ ９５３，８８４

1 消 防 費 ９５０，４３５ ３，４４９ ９５３，８８４

10 教 育 費 ２，６７１，９７０ ６９０，２９２ ３，３６２，２６２

1 教育総務費 ４２４，８８９ ５２，６７０ ４７７，５５９

2 小 学 校 費 ３３７，０００ ８，７６１ ３４５，７６１

3 中 学 校 費 １７４，６２７ ３，５０７ １７８，１３４

4 社会教育費 ９０９，２６９ ４２７，１８４ １，３３６，４５３

5 保健体育費 ８２６，１８５ １９８，１７０ １，０２４，３５５

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２２，４００，０００ １，３５０，０００ ２３，７５０，０００

-  4  - (能美市一般会計) 

-  5  - (能美市一般会計) 



追加

能美市役所省エネルギー化事業
令和４年度から
令和１８年度まで

５００，０００千円

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為 補 正

事　　　　　項 期　間 限　度　額

- 6 - （能美市一般会計）



１　追加

限度額 起債の方法

千円

64,500

64,500

２　変更

限度額 起債の方法 利率 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

公共事業等 171,200 181,900

地域活性化事業 386,800 778,400

緊急防災・減災事業 189,600 216,500

公共施設等適正管理推進事業 431,100 474,800

計 1,178,700 1,651,600

計

補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

償還の方法
起債の目的

普通貸借又
は証券発行

５.０％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
場合は、当
該見直し後
の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

普通貸借又
は証券発行

５.０％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
場合は、当
該見直し後
の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

第　３　表　　地　方　債　補　正

起債の目的 利率 償還の方法

一般事業
普通貸借又
は証券発行

５.０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れ
る場合は、当該見直し後
の利率）

政府資金については、その融資条件により、銀行そ
の他の場合には、その債権者と協定するものとす
る。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還
期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換
することができる。

- 7 - （能美市一般会計）



                                                     （能美市一般会計） 

 
‐ 1 ‐ 

 議案第５９号  

 

令和３年度能美市一般会計補正予算（第２号） 

 

 

令和３年度能美市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ       

２３，７６０，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 

 

 

     令和３年６月７日提出 

 

                                       能美市長  井 出 敏 朗 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

15 国庫支出金 ２，７０９，８１８ １０，０００ ２，７１９，８１８

2 国庫補助金 ９４８，３０７ １０，０００ ９５８，３０７

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２３，７５０，０００ １０，０００ ２３，７６０，０００

     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

3 民 生 費 ８，５２５，６０１ １０，０００ ８，５３５，６０１

3 生活保護費 ２９１，１４１ １０，０００ ３０１，１４１

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２３，７５０，０００ １０，０００ ２３，７６０，０００

-  2  - (能美市一般会計)



‐ 1 ‐ （能美市介護保険特別会計）

議案第４８号

令和３年度能美市介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和３年度能美市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，７００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

４，５３２，９００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。

令和３年６月７日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 保 険 料 １，０３９，３５１ ５，２５４ １，０４４，６０５

1 介護保険料 １，０３９，３５１ ５，２５４ １，０４４，６０５

3 国庫支出金 ９８９，７５３ ３０８ ９９０，０６１

2 国庫補助金 ２３３，６４８ ３０８ ２３３，９５６

5 県 支 出 金 ６５３，４８４ １５４ ６５３，６３８

2 県 補 助 金 ３４，８２０ １５４ ３４，９７４

8 繰 入 金 ６７０，１１７ １，９８４ ６７２，１０１

1 一般会計繰入金 ６７０，１１７ １，９８４ ６７２，１０１

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ４，５２５，２００ ７，７００ ４，５３２，９００

-  2  - (能美市介護保険特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 総 務 費 ７３，８９９ １，６５０ ７５，５４９

1 総務管理費 ３８，６６２ １，６５０ ４０，３１２

4 地域支援事業費 ２２０，１０２ ９８０ ２２１，０８２

2 包括的支援事業・任意事業 １０８，３６９ ９８０ １０９，３４９

9 保健福祉事業費 ０ ５，０７０ ５，０７０

1 保健福祉事業費 ０ ５，０７０ ５，０７０

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ４，５２５，２００ ７，７００ ４，５３２，９００

-  3  - (能美市介護保険特別会計) 



　（総　則）

第１条　令和３年度能美市工業用水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（収益的収入の補正）

第２条　令和３年度能美市工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業収益

　　第２項　営 業 外 収 益

　（資本的収入及び支出の補正）
第３条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１４８，７００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

　　　収支調整額２７，１６４千円、過年度分損益勘定留保資金１１９，４０６千円、当年度分損益勘定留保資金１３０千円及び減債積立金２，０

　　　００千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１４８，７００千円は、当年度分消費税及び地方

　　　消費税資本的収支調整額２７，８００千円、過年度分損益勘定留保資金１１８，７７０千円、当年度分損益勘定留保資金１３０千円及び減債

　　　積立金２，０００千円で補てんするものとする。」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業資本的収入

　　第１項　企 業 債

議案第４９号

令和３年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第１号）

　　（科　　目） 　（既決予定額） 　　　　（補正予定額） 　　（計）

収　　　　入

３６１,５００千円 ６３６千円 ３６２,１３６千円

５５,８２０千円 ６３６千円 ５６,４５６千円

　　（科　　目） 　（既決予定額） 　　　　（補正予定額） 　　（計）

収　　　　入

２８０,０００千円 ７,０００千円 ２８７,０００千円

２８０,０００千円 ７,０００千円 ２８７,０００千円

－1－ 　(能美市工業用水道事業会計)



　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業資本的支出

　　第１項　建 設 改 良 費

　（企業債の補正）

第４条 予算第５条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のように改める。

令和３年６月７日提出

能美市長　井　出　敏　朗

支　　　　出

３６３,１００千円 ７,０００千円 ３７０,１００千円

２８１,７００千円 ７,０００千円 ２８８,７００千円

補 正 前 補 正 後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

証書借入 年利５.０％以内 証書借入 年利５.０％以内

起 債 の 目 的

辰口寺井地区工業用水道
事 業

（ 施 設 拡 張 事 業 ）
２,５００千円 

政府資金その他
借入先の融資条
件による。ただ
し、企業財政の
都合により据置
期間及び償還期
限を短縮し、若
しくは繰上償還
又は低利に借り
換えすることが
できる。

９,５００千円 

政府資金その他
借入先の融資条
件による。ただ
し、企業財政の
都合により据置
期間及び償還期
限を短縮し、若
しくは繰上償還
又は低利に借り
換えすることが
できる。

借入時期は令和３
年度とする。ただ
し、工事の進捗状
況等により起債の
全部又は一部を翌
年度以降に繰り越
して借り入れるこ
とができる。

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

借入時期は令和３
年度とする。ただ
し、工事の進捗状
況等により起債の
全部又は一部を翌
年度以降に繰り越
して借り入れるこ
とができる。

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

－2－ 　(能美市工業用水道事業会計)



　（総　則）

令和３年度能美市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（収益的支出の補正）

令和３年度能美市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり

　 補正する。

　第１款　公 共 下 水 道 事 業 費 用

　　第１項 営 業 費 用

　　第２項 営 業 外 費 用

　（資本的収入及び支出の補正）

予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額４８５，３００千円は、引継金１６，１１８千円、

　 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，１７３千円、過年度分損益勘定留保資金４５７，７５４千円及び減債積立

　 金９，２５５千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額４８６，１００千円は、引

　 継金１６，１１８千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，１７３千円、過年度分損益勘定留保資金４５８，

　 ５５４千円及び減債積立金９，２５５千円で補てんするものとする。」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次

　 のとおり補正する。

　第１款　公 共 下 水 道 資 本 的 収 入

　　第１項

　第１款　公 共 下 水 道 資 本 的 支 出

　　第１項

議案第５０号

令和３年度 能美市下水道事業会計補正予算（ 第１号 ）

第１条

第２条

　（科　　目） 　　　（既決予定額） 　　（補正予定額） （計）

支　　　　出

１,５８７,０００千円 １６,７２７千円 １,６０３,７２７千円

１,３４７,９１０千円 ２０,０００千円 １,３６７,９１０千円

２３８,５９０千円 △ ３,２７３千円 ２３５,３１７千円

第３条

　（科　　目） 　　　（既決予定額） 　　（補正予定額） （計）

収　　　　入

１,０４０,７００千円 １５,２００千円 １,０５５,９００千円
企 業 債 ６１９,８００千円 １５,２００千円 ６３５,０００千円

支　　　　出

１,４９７,３００千円 １６,０００千円 １,５１３,３００千円
建 設 改 良 費 １０７,２００千円 １６,０００千円 １２３,２００千円

－ 1 － （能美市下水道事業会計）



　（企業債の補正）

予算第５条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のように改める。

令和３年６月７日提出

能美市長　井　出　敏　朗

第４条

補 正 前 補 正 後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法
起債の目的

公 共 下 水 道 事 業
（管渠布設・耐震化） ３４,６００千円 ４９,８００千円

証書借入

　借入時期は令和
３年度とする。た
だし、工事の進捗
状況等により起債
の全部又は一部を
翌年度以降に繰り
越して借り入れる
ことができる。

年５.０％
以内
（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる場
合は、当
該見直し
後の利
率）

政府資金等に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
は、その債権
者と協定する
ものとする。
ただし、市財
政の都合によ
り据置期間及
び償還期間を
短縮し、もし
くは繰上償還
又は低利債に
借り換えする
ことができ
る。

　証書借入

　借入時期は令和
３年度とする。た
だし、工事の進捗
状況等により起債
の全部又は一部を
翌年度以降に繰り
越して借り入れる
ことができる。

年５.０％
以内
（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる場
合は、当
該見直し
後の利
率）

政府資金等に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
は、その債権
者と協定する
ものとする。
ただし、市財
政の都合によ
り据置期間及
び償還期間を
短縮し、もし
くは繰上償還
又は低利債に
借り換えする
ことができ
る。

－ 2 － （能美市下水道事業会計）



―  1  ―              （能美市立病院事業会計） 

 

議案第５１号 

令和３年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第１号） 

 

令和３年度国民健康保険能美市立病院事業会計の補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第１条 令和３年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算に定めた第３条収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科 目）           （既決額）        （補正予定額）         （計）  

第１款 病院事業収益       ２，０３２，０００千円    １８，７８０千円     ２，０５０，７８０千円 

 第２項 医業外収益         ４０９，１３４千円    １８，７８０千円       ４２７，９１４千円 

第１款 病院事業費用       ２，０３２，０００千円    １８，７８０千円     ２，０５０，７８０千円 

 第１項 医業費用        ２，０１２，８２３千円    １８，７８０千円     ２，０３１，６０３千円 

 

 

   令和３年６月７日提出 

 

                                 能美市長 井 出 敏 朗        
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